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変 更 回 数
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電子成果品作成費：概略設計・予備又は詳細設計
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大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

業務費

1    式
  業務委託料

1    式
    調査、計画業務（設計）02

    1    式
合計

大蔵村

1



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

業 務 委 託 料 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

調査、計画業務（設計）02
  
  1    式
  直接原価
  

1    式
    直接原価(積上)
  
      1    式
      計画準備
  
        1    式 明   1 号
      損傷傾向の分析
  
        1    式 明   2 号
      修繕計画更新
  
        1    式 明   3 号
      設計協議
  
        1    式 明   4 号
    直接経費
  

1    式
      旅費交通費
  
        1    式
        旅費交通費等
          学識経験者謝礼金含む
          1    式 明   5 号
      電子成果品作成費(率計上分)
  

1    式
  直接原価計
  

1    式

大蔵村

2



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

業 務 委 託 料 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  その他原価
  

1    式
  業務原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式
設計業務価格
  

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

大蔵村

3



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   1 号 明細書 】

計画準備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  1    人
技師(B)
  設計業務等
  1    人
        計
  
  

大蔵村

4



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   2 号 明細書 】

損傷傾向の分析 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
技師(B)
  設計業務等
  3    人
技師(C)
  設計業務等
  1.5  人
        計
  
  

大蔵村

5



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   3 号 明細書 】

修繕計画更新 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基本方針再検証
  
  1    式 委   1 号 
点検等スケジュール更新
  
  1    式 委   2 号 
将来予測シミュレーション
  
  1    式 委   3 号 
修繕計画公表資料更新
  
  1    式 委   4 号 
報告書作成
  
  1    式 委   5 号 
照査
  
  1    式 委   6 号 
        計
  
  

大蔵村

6



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   4 号 明細書 】

設計協議 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

打合せ
  業務着手時
  1    業務 委   7 号 
打合せ
  中間打合せ
  2    回 委   8 号 
打合せ
  成果品納入時
  1    業務 委   9 号 
関係機関打合せ協議
  学識経験者意見聴取
  2    回 委  10 号 
        計
  
  

大蔵村

7



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   5 号 明細書 】

旅費交通費等 学識経験者謝礼金含む 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

旅費交通費等
  
  1    式
        計
  
  

大蔵村

8



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   1 号 委託単価表 】

基本方針再検証 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
技師(B)
  設計業務等
  1    人
技師(C)
  設計業務等
  0.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

9



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   2 号 委託単価表 】

点検等スケジュール更新 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

技師(B)
  設計業務等
  1    人
技師(C)
  設計業務等
  1.5  人
技術員
  設計業務等
  1    人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

10



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   3 号 委託単価表 】

将来予測シミュレーション 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

技師(A)
  設計業務等
  1    人
技師(B)
  設計業務等
  1.5  人
技師(C)
  設計業務等
  1.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

11



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   4 号 委託単価表 】

修繕計画公表資料更新 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

技師(B)
  設計業務等
  0.5  人
技師(C)
  設計業務等
  1    人
技術員
  設計業務等
  2    人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

12



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   5 号 委託単価表 】

報告書作成 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  1    人
技師(B)
  設計業務等
  1    人
技師(C)
  設計業務等
  2    人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

13



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   6 号 委託単価表 】

照査 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  1    人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

14



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   7 号 委託単価表 】

打合せ 業務着手時 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
技師(B)
  設計業務等
  0.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

15



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   8 号 委託単価表 】

打合せ 中間打合せ 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
技師(B)
  設計業務等
  0.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

16



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第   9 号 委託単価表 】

打合せ 成果品納入時 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
技師(B)
  設計業務等
  0.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

17



大蔵村橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（繰越）

【 第  10 号 委託単価表 】

関係機関打合せ協議 学識経験者意見聴取 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  設計業務等
  0.5  人
技師(A)
  設計業務等
  0.5  人
        計
  
  
    単位当たり
  
  

大蔵村

18



≪記載に関する留意事項≫

※１．管理区分、判定区分の上段には診断会議時、中段には診断会議後、下段には最終の結果を記載する。なお、診断会議後に判定区分を変更した箇所は薄赤着色とし、診断会議後から最終の判定区分に見直した場合は薄青着色とする。

※２．診断会議後及び最終で対策区分が変更されていない場合についても、中下段にはそれぞれ判定区分を記載する。

※３．診断会議後及び最終で対策区分が変更された場合は、対策区分の変更理由を右欄の（診断会議時→診断会議後）、（診断会議後→最終）それぞれに記載する。

※４．構造形式により診断対象部材がない場合は、「-（半角）」を記載する。

ﾌｪｰﾙ
ｾｰﾌ

伸縮
装置

活荷重 地震
豪雨
出水

活荷重 地震
豪雨
出水

活荷重 地震
豪雨
出水

地震 活荷重 （診断会議時→診断会議後） （診断会議後→最終）

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A A A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A A A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A A A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - - - - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - - - - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - - - - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ -

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

R６橋梁診断結果一覧表（大蔵村）

No.

諸元データ
前回
橋梁
単位
の

健全性

橋梁
単位
の

健全性

構成要素別の性能の見立て 措置の必要性

所見（抜粋）

性能の見立て、判定区分の変更理由

径間数
床版 支承 下部工

伸縮
装置

高欄
地覆

その他
(舗装
等)

その他
(排水
等)

架設年
(西暦)

管理
区分

橋梁
コード

管理
者名

路線
種別

路線名 橋梁名
代表
橋種

橋長
(m)

幅員
(m)

上部構造 下部構造 上下部接続部

その他 主桁 横桁

構成要素単位 部材単位

2 620000001003 大蔵村 村道 沼ノ台・上山線 上山橋 鋼橋 38.9

62.0 4.5 3 1974 Ⅲa

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後50年が経過し、
主桁再塗装工、令和2年に橋面防水工、下部工補修工、
断面補修工、沓座モルタル補修工を実施済みの橋梁であ
る。下部工に伸縮装の排水不良による漏水痕が確認され
たが、前回点検から鋼部材端部や支承の腐食が進行して
いないことから次回点検までに構造物の機能に支障が生
じる損傷ではない。よって次回点検まで対策不要とした。

1 620000001001 大蔵村 村道 熊高平林線 蝉の沢橋 鋼橋

3 620000001004 大蔵村 村道 土合・滝ノ沢線 沼の台橋 鋼橋 36.1 7.0

5.0 2 1977 Ⅰ

本橋梁は、対症療法型管理を実施、架設後47年が経過し、橋面
防水工、橋台補修工、踏掛版工、補強土壁工、支承交換工、沓座
拡幅工、高欄再塗装工、親柱補修工、伸縮装置補修工、舗装打
ち換え工、表面含侵工を実施済みの橋梁である。地覆部にかぶり
不足による鉄筋露出、乾燥収縮による剥離が見られる。前回点検
からの進行性はなく、次回点検までに構造物の機能に支障が生じ
る可能性は低いことから対症療法型管理の考え方より措置の必
要性は低い。

永代橋

1 1985 Ⅰ

本橋梁は、予防保全型管理を実施、架設後39年が経過
し、平成26年に鋼部材再塗装工、支承防錆工・支承交換
工及び沓座拡幅工、既設高欄再塗装工、伸縮装置補修
工及び縦目地補修工、橋面防水工、排水管補修工を実施
済みの橋梁である。下部工に伸縮装置からの漏水痕が確
認されたが、前回点検から進行性がなく、構造物の機能
に支障は生じていないことから、経過観察とし次回点検ま
で対策不要とした。

10.0 6 2003 Ⅱ

本橋梁は、予防保全型管理を実施、架設後22年が経過し、補修
歴のない橋梁である。床版に防水不良による遊離石灰が確認さ
れた。前回点検からの進行性はなく、構造物の機能に支障が生じ
ていないが、予防保全の観点から橋面防水工を施すことが望まし
い。P3、P5橋脚に伸縮装置の防水不良による漏水痕が確認され
た。前回点検からの進行性がなく、構造物の機能に支障は生じて
いないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

鋼橋 35.0

245.0

本橋梁は、予防保全型管理を実施、架設後52年が経過し、補修歴のない橋
梁である。主桁の下フランジに局部的な層状剥離が見られる。前回点検から
進行性が見られず、構造物の機能に支障が生じる可能性低いが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい。支承部に伸縮装置からの漏水に
よる腐食が確認され、下部工に伸縮装置からの漏水痕が見られることから、
非排水型の伸縮装置に交換することが望ましい。それに伴い、支承防錆工
を行うことが望ましい。下部工に剝離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られる
ことから、構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。

5 620000001008 大蔵村 村道 土合・滝ノ沢線 滝ノ沢大橋 鋼橋

鋼橋 33.0 4.0 1 1972 Ⅱ4 620000001007 大蔵村 村道 肘折・朝日台線

1 1974 Ⅱ

本橋梁は予防保全型管理を実施、架設後50年が経過し、
平成17年に鋼部材再塗装工、令和4年に支承再塗装工、
支承補修工、伸縮装置交換工、親柱補修工を実施済み
の橋梁である。各部位に損傷が見られるが、軽微な損傷
であり、前回点検からの進行性はなく、補修後の再劣化も
見られない。したがって、橋梁全体として健全な状態であ
ることから、次回点検まで対策不要とした。

7 620000001011 大蔵村 村道
朝日台・鍵金野
線

苦水橋 鋼橋 21.6 4.0

6.8 1 1981 Ⅲa

本橋梁は、予防保全型管理を実施、架設後43年が経過し、令和4年に防護
柵取替工（一部）、令和5年に排水管取替工、補修年次不明だが伸縮装置の
非排水化対策を実施済みの橋梁である。防護柵について、経年劣化による
腐食、接触等による変形・欠損が見られる。前回点検から進行性は見られな
いが、予防保全の観点から防護柵交換等を実施することが望ましい。床版
の防水不良による遊離石灰が確認された。前回点検からの進行性は見られ
ず、構造物の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から劣化要因
の根絶を目的として橋面防水工を施すことが望ましい。

6 620000001010 大蔵村 村道 柳渕・豊牧線 蔦郷橋

9 620000001014 大蔵村 村道 熊高・平林線 第2蝉の沢橋 PC橋

PC橋 14.68 620000001012 大蔵村 村道 清水・大坪線 大坪橋

村道 熊高・平林線 第3蝉の沢橋 PC橋 8.4

9.4

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後49年が経過し、令和5
年に主桁のひびわれ補修工・断面補修工、橋面防水工、下部工
断面補修、防護柵交換工、地覆打換え工、伸縮部の非排水化対
策工、舗装補修工、排水装置取付工を実施済みの橋梁である。
上部工・下部工に軽微な損傷が確認されたが、前回点検からの
進行性はない。補修した箇所について、補修後1回目の点検で再
劣化は見られなかった。したがって、橋梁全体として健全な状態で
あることから、次回点検まで対策不要とした。

5.0 1 1975 Ⅲa

5.0 1 1975 Ⅰ

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後49年が経
過し、補修歴のない橋梁である。
下部工に伸縮部からの漏水が原因と思われる漏水
痕が確認されたことが、前回点検より損傷の進行性
はなく、構造物の機能に支障が生じていないことか
ら、経過観察とし次回点検まで対策不要とした。

5.0 1 1976

1 1978 Ⅰ

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後45年が経
過し、補修例のない橋梁である。
各部位に軽微な損傷が確認されたが、前回点検よ
り損傷の進行性がなく橋梁全体として健全な状態で
あることから、次回点検まで対策不要とした。

胡桃台橋

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後54年が経
過、補修歴のない橋梁である。
各部位に損傷は見られるが、軽微であり、前回点検
からの進行性はなく、橋梁全体として健全な状態で
あることから、次回点検まで対策不要とした。

11 620000001019 大蔵村 村道 寒風田線 湯の台橋 PC橋 7.3 4.0

Ⅰ

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後48年が経
過し、補修歴のない橋梁である。
下部工に伸縮部からの漏水が原因と思われる漏水
痕が確認されたことが、前回点検より損傷の進行性
はなく、構造物の機能に支障が生じていないことか
ら、経過観察とし次回点検まで対策不要とした。

10 620000001016 大蔵村

PC橋 16.05

5.42

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後49年が経過し、
補修歴のない橋梁である。
高欄・地覆に剝離・鉄筋露出の損傷が確認されたが、前
回点検からの進行性はなく、次回点検までに構造物の機
能に支障が生じる可能性は低いことから対症療法型管理
の考え方より措置の必要性は低い。

13 620000001021 大蔵村 村道 豊牧・葉山線 中野橋 RC橋

PC橋 7.32 4.0 1 1975 Ⅱ12 620000001020 大蔵村 村道 赤松・滝ノ沢線

4.7 1 1970 Ⅰ

7.5 1 1999 Ⅱ

本橋梁は予防保全型管理を実施、架設後25年が経
過し、補修歴のない橋梁である。
下部工の伸縮装置からの漏水が原因と思われる鉄
筋の錆汁が確認されたことから、伸縮装置の交換を
実施した上で、断面補修工を行うことが望ましい。

14 620000001024 大蔵村 村道 稲沢・藤田沢線 小鷹橋
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≪記載に関する留意事項≫

※１．管理区分、判定区分の上段には診断会議時、中段には診断会議後、下段には最終の結果を記載する。なお、診断会議後に判定区分を変更した箇所は薄赤着色とし、診断会議後から最終の判定区分に見直した場合は薄青着色とする。

※２．診断会議後及び最終で対策区分が変更されていない場合についても、中下段にはそれぞれ判定区分を記載する。

※３．診断会議後及び最終で対策区分が変更された場合は、対策区分の変更理由を右欄の（診断会議時→診断会議後）、（診断会議後→最終）それぞれに記載する。

※４．構造形式により診断対象部材がない場合は、「-（半角）」を記載する。

ﾌｪｰﾙ
ｾｰﾌ

伸縮
装置

活荷重 地震
豪雨
出水

活荷重 地震
豪雨
出水

活荷重 地震
豪雨
出水

地震 活荷重 （診断会議時→診断会議後） （診断会議後→最終）

R６橋梁診断結果一覧表（大蔵村）

No.

諸元データ
前回
橋梁
単位
の

健全性

橋梁
単位
の

健全性

構成要素別の性能の見立て 措置の必要性

所見（抜粋）

性能の見立て、判定区分の変更理由

径間数
床版 支承 下部工

伸縮
装置

高欄
地覆

その他
(舗装
等)

その他
(排水
等)

架設年
(西暦)

管理
区分

橋梁
コード

管理
者名

路線
種別

路線名 橋梁名
代表
橋種

橋長
(m)

幅員
(m)

上部構造 下部構造 上下部接続部

その他 主桁 横桁

構成要素単位 部材単位

対症 Ⅱ A A A A A A - - - - - - - - Ⅱ - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅱ A A A A A A - - - - - - - - Ⅱ - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅱ A A A A A A - - - - - - - - Ⅱ - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

対症 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ -

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A A A A A A A - A - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

1 2007 Ⅱ

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後17年が経過、補修歴の
ない橋梁である。床版にコンクリート剥離が見られ、損傷部から錆
汁が出ている。前回点検から進行はないが、措置を講ずることが
望ましい。下部工に剥離が見られ、損傷部から漏水が確認され
た。前回点検からの進行性はなく、次回点検までに構造物の機能
に支障が生じる可能性は低いことから対症療法型管理の考え方
より措置の必要性は低い。

15 620000001025 大蔵村 村道 清水・大坪線 熊の沢橋 BOX橋 3.00 8.5

17 620000001030 大蔵村 村道 肘折・川向線 小松渕橋 鋼橋

PC橋 9.2316 620000001028 大蔵村 村道 沼ノ台下村線 寺沢橋

村道 肘折・川向線 川向橋 PC橋 30.9

60.0

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後34年が経
過し、補修歴のない橋梁である。
各部位に軽微な損傷が確認されたが、前回点検か
らの進行性がなく、橋梁全体として健全な状態であ
ることから、次回点検まで対策不要とした。

4.0 1 1990 Ⅰ

4.0 3 1969 Ⅱ

本橋梁は予防保全型管理を実施、架設後55年が経過し、鋼部材再塗装工、
支承再塗装工、平成27年に橋脚の断面補修・パイルベント部巻立補修工、
床版補修、地覆補修工、舗装補修（パッチング）、下部工（P1、P2）補修を実
施済みの橋梁である。伸縮装置からの漏水が原因と思われる下部工の漏水
痕、支承の腐食が確認された。前回点検から進行性は見られなかった。床
版において、橋面からの雨水浸透による漏水・遊離石灰が確認された。前回
点検から進行性は見られなかった。地覆において、剝離・鉄筋露出・うきも確
認された。前回点検から進行性は見られなかった。これらの損傷について、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

4.0 3 1966

1 1990 Ⅱ

本橋梁は予防保全型管理を実施、架設後44年が経過し、令和4
年に鋼部材再塗装工、支承沓座補修工、防護柵補修工、伸縮装
置取替工、排水管交換工、舗装工を実施済みの橋梁である。各
部位に損傷が確認されたが、軽微であり、前回点検から進行性は
ない。補修箇所について、補修後1回目の点検で再劣化は見られ
なかった。したがって、橋梁全体として健全な状態であることから、
次回点検まで対策不要とした。

天狗鼻橋

19 620000001037 大蔵村 村道 通り・中島線 猿屋敷橋 鋼橋 30.7 4.0

Ⅱ

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後58年が経過し、補修年次は不明
だが橋脚補修工、防護柵修復工、地覆補修工（一部）を実施済みの橋梁で
ある。下部工において、伸縮装置の排水不良による漏水・遊離石灰、上部工
において、漏水・遊離石灰が確認され、防水層が機能していないことが原因
と推定される。舗装について、伸縮部付近に摩耗による舗装の異常が確認
された。どの損傷も前回点検から進行性は見られず、構造物の機能に支障
が生じる可能性は低いことから対症療法型管理の考えより、措置の必要性
は低い。

18 620000001031 大蔵村

本橋梁は対症療法型管理を実施、架設後24年が経
過し、補修歴のない橋梁である。
舗装において、凍害による舗装の異常が見られる。
前回点検からの進行性はなく、次回点検までに構
造物の機能に支障が生じる可能性が低いことから
対症療法型管理の考えより措置の必要性は低い。

鋼橋 3.5 3.5 1 1998 Ⅱ20 620000001039 大蔵村 村道 肘折5号線
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≪記載に関する留意事項≫

※１．管理区分、判定区分の上段には診断会議時、中段には診断会議後、下段には最終の結果を記載する。なお、診断会議後に判定区分を変更した箇所は薄赤着色とし、診断会議後から最終の判定区分に見直した場合は薄青着色とする。

※２．診断会議後及び最終で対策区分が変更されていない場合についても、中下段にはそれぞれ判定区分を記載する。

※３．診断会議後及び最終で対策区分が変更された場合は、対策区分の変更理由を右欄の（診断会議時→診断会議後）、（診断会議後→最終）それぞれに記載する。

※４．構造形式により診断対象部材がない場合は、「-（半角）」を記載する。

活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 地震 その他 活荷重 その他 支承 （点検診断検討会時→検討会後） （県庁診断会議時→最終）

予防 Ⅲb A B A - A A A - A A A - A B A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲb - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅲb A B A - A A A - A A A - A B A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲb - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Ⅲb A B A - A A A - A A A - A B A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲb - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

予防 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ

予防 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ

Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

対症 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ

対症 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ

Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - - Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - - - -

R７橋梁診断結果一覧表（大蔵村）

No.

諸元データ
前回
橋梁
単位
の

健全性

橋梁
単位
の

健全性

技術的な評価結果（性能の見立て） 部材単位の補修要否の判定

所見（抜粋）

性能の見立て、判定区分の変更理由

径間数
橋梁
コード

管理
者名

路線
種別

路線名 橋梁名
代表
橋種

橋長
(m)

幅員
(m)

架設年
(西暦)

管理
区分

橋（全体として）
構成要素単位 上部構造

下部
構造

その他 床版 主桁 横桁
上部構造 下部構造 上下部接続部

その他
（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ）

伸縮装置

上下部
接続部 フェー

ルセー
フ

伸縮
装置

高欄
地覆

その他

2 620000001005 大蔵村 村道 升玉線 升玉橋 鋼橋

鋼橋 44.91 620000001002 大蔵村 村道 蕨野・柳渕線 銅山橋

村道 折渡・平林線 平林向橋 PC橋 36.9

35.0

支承部（P1A2上流側）のアンカーボルトに外力（地震）による破断が確認さ
れた。破断した箇所がP1橋脚上のA2上流側の1箇所であるため、現時点で
構造物に大きく支障が生じていないが、支承の機能は低下していると考えら
れる。この損傷が確認されてから5年が経過しており、道路利用者はそこま
で多くはないものの、工事車両などが利用しているため損傷の進行が大き
く、それによる第三者被害が懸念される。構造物としての機能が低下してい
ることを考え、早期にアンカーボルトの交換を実施するべきである。

以下を診断書所見欄に追記する。
・アンカーボルトの破断が確認された支承は、地震時の支承の浮き上がり
防止の機能が低下していると考えられる。
・P1橋脚下流側の主桁に遊間異常と主桁の接触が確認された。損傷要因
が温度変化によるものか、別の要因があるか観察を継続し、遊間量の進展
を見極める必要があると考えられる。そのため、対応事項としてS2とした。
・A2橋台下流側に排水側溝の破損とそれによる橋台の滞水が確認された。
現時点で構造物に支障が生じていないが、放置することで主要部材の損傷
を助長する恐れがあることから補修することが望ましい。

4.0 2 1972 Ⅲb

5.0 1 1973 Ⅰ

・主桁、支承に湿潤環境による防食機能の劣化とそれに
よる腐食が確認された。構造物に支障が生じておらず、
進行性が確認されなかった軽微な損傷であるため経過
観察とした。伸縮装置の排水装置に排水パイプの変形・
欠損が確認された。現時点で構造物に支障が生じていな
いが、放置した場合に主要部材に悪影響を与える恐れ
があることから、維持工事にて対応することが望ましい。

6.0 1 2014

1 1977 Ⅱ

・主桁に湿潤環境による防食機能の劣化と、それによる
腐食が確認された。現時点で構造物に支障が生じていな
いが、予防保全の観点で防食機能の回復などの措置を
講ずることが望ましい。支承に防食機能の劣化とそれに
よる腐食が確認された。現時点で構造物に支障が生じて
いないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ま
しい。

柳渕橋

床版に漏水・遊離石灰が確認された。現時点で構
造物に支障は生じておらず、軽微な損傷であるた
め経過観察とした。下部工に伸縮装置からの漏水
が確認された。前回点検時には確認されており、損
傷の拡大等はない。現時点で構造物に支障が生じ
ていないことから経過観察とした。

4 620000001009 大蔵村 村道
沼の台・平林
線

平林橋 鋼橋 23.0 4.0

Ⅰ

主桁にひびわれ、横桁にひびわれ、漏水・遊離石灰、う
きが確認された。今回点検で新規に確認された損傷もあ
るが、どれも軽微な損傷であり、構造物に支障が生じて
いない。損傷が進行した場合、構造物に支障が生じるよ
うな損傷になるまでに猶予があるため、経過観察とした。
下部工に漏水・滞水が確認された。軽微な損傷であり、
構造物に支障が生じていないため、経過観察とした。

3 620000001006 大蔵村

PC橋 7.8

12.6

頂版に地覆側面から伝った漏水・滞水が確認された。構
造物に支障が生じておらず、これによる頂版に損傷が見
られなかったことから経過観察とした。下部工に遊離石
灰が確認された。現時点で構造物に支障が生じていない
ことから経過観察とした。また、乾燥収縮によるひびわれ
が確認された。構造物に支障が生じていないため経過観
察とした。

6 620000001015 大蔵村 村道
稲沢・藤田沢
線

菅野沢橋 PC橋

BOX橋 6.5 5.0 1 1967 Ⅰ5 620000001013 大蔵村 村道 蕨野・柳渕線

7.0 1 1994 Ⅰ

1 1995 Ⅰ

床版に漏水・遊離石灰が確認された。現時点で構
造物に支障は生じておらず、軽微な損傷であるた
め経過観察とした。防護柵に雨水等による防食機
能の劣化とそてに伴う腐食、外力による変形・欠損
が確認された。損傷は軽微であり、第三者被害の
恐れがないことから経過観察とした。

8 620000001018 大蔵村 村道
稲沢・藤田沢
線

大坂橋 PC橋 13.5 8.0

3.5 1 1978 Ⅰ

・主桁に防水機能の低下による漏水・遊離石灰が
確認された。また、地覆側面から雨水が伝ったとこ
による漏水・遊離石灰も確認された。構造物に支障
が生じていないことから経過観察とした。防護柵に
雨水による鋼部材の腐食、凍害による剝離・鉄筋
露出が確認された。構造物に支障が生じていない
ことから経過観察とした

7 620000001017 大蔵村 村道 砂坂線 砂坂橋

10 620000001023 大蔵村 村道 蕨野・柳渕線 柳渕第2橋 BOX橋

RC橋 5.29 620000001022 大蔵村 村道 中間沢線 中間沢橋

村道 南山学校下線 学校沢橋 RC橋 3.0

3.4

下部工に伸縮部からの漏水による痕が確認され
た。現時点で構造物に支障が生じておらず、伸縮
部からの漏水による損傷も確認されていないことか
ら経過観察とする。防護柵に変形が確認された。小
規模の損傷であり安全性に害する損傷ではないこ
とから経過観察としする。

3.5 1 1978 Ⅰ

4.4 1 1978 Ⅰ

版に隅角部からの漏水・滞水、遊離石灰が確認された。
構造物に支障が生じておらず、損傷の進行性が確認さ
れなかったことから経過観察とした。下部工に定着部の
異常、伸縮部からの漏水による痕、滞水が確認された。
構造物に支障が生じておらず、損傷の進行性が確認さ
れなかったことから経過観察とした。

18.0 1 1977

1 1983 Ⅰ

・床版に防水不良による漏水・遊離石灰が確認さ
れた。現時点で構造物に支障が生じておらず、損
傷に進行性がないことから経過観察とした。下部工
に凍害による剝離・鉄筋露出と、乾燥収縮によるひ
びわれが確認された。構造物に支障が生じていな
いことから、経過観察とした。

中間沢第2橋

・主桁に防水不良による漏水が確認された。また、下部
工に遊間からの漏水が確認された。構造物に支障が生
じておらず、軽微な損傷で進行性が確認されなかったこ
とから、経過観察とした。地覆に凍害による剝離・鉄筋露
出が確認された。供用安全性に害する損傷ではなく、構
造物に支障が生じていないことから、経過観察とした。

12 620000001029 大蔵村 村道 清水・桂線 桂橋 PC橋 10.4 6.3

Ⅱ

橋台にひびわれとひびわれからの漏水が確認され
た。現段階では構造物に支障が生じるような損傷
ではないが、予防保全の観点からひびわれをふさ
ぐ等の対策を講ずることが望ましい。11 620000001026 大蔵村

BOX橋 8.8

3.3

・主桁に防水不良による錆汁を含んだ漏水・遊離石
灰、漏水・滞水が確認された。現時点で構造物に支
障が生じておらず、損傷の進行性がないことから経
過観察とした。下部工に伸縮部からの漏水・滞水が
確認された。構造物に支障が生じておらず、進行性
がないことから経過観察とした。

14 620000001033 大蔵村 村道
藤田沢・藤沼
線

藤沼橋 RC橋

PC橋 7.3 8.6 1 1991 Ⅰ13 620000001032 大蔵村 村道 升玉2号線

4.3 1 1985 Ⅰ

1 1988 Ⅰ

主桁にかぶり不足による剝離・鉄筋露出が確認された。構造物に
支障が生じておらず、軽微な損傷で進行性が確認されなかったこ
とから、経過観察とした。主桁に防水不良による漏水が確認され
た。また、下部工に遊間からの漏水が確認された。構造物に支障
が生じておらず、軽微な損傷であることから経過観察とした。下部
工に凍害による剥離が確認された。小規模の損傷で、構造物に支
障が生じていないことから経過観察とした。

16 620000001035 大蔵村 村道 福知山線 中川原第1橋 RC橋 5.5 3.0

4.0 1 1981 Ⅰ

頂版に小規模の橋軸垂直方向にひびわれが1箇所
確認された。構造物に支障が生じて生じておらず、
軽微のため経過観察とする。頂版にひびわれを伴
う漏水・遊離石灰が4箇所で確認された。現時点で
構造物に支障が生じておらず、損傷の進行性が見
られないため、経過観察とする。

15 620000001034 大蔵村 村道 赤松・滝ノ沢線 名向戸橋

BOX橋 2.517 620000001036 大蔵村 村道 福知山線 中川原第2橋

頂版に凍害による剝離・鉄筋露出が確認された。
構造物に支障が生じておらず、軽微な損傷で進行
性が確認されなかったことから、経過観察とした。
舗装に舗装の異常が確認された。軽微な損傷であ
り、進行性が確認されなかったため、経過観察とし
た。

3.0 1 1988 Ⅰ
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≪記載に関する留意事項≫

※１．管理区分、判定区分の上段には診断会議時、中段には診断会議後、下段には最終の結果を記載する。なお、診断会議後に判定区分を変更した箇所は薄赤着色とし、診断会議後から最終の判定区分に見直した場合は薄青着色とする。

※２．診断会議後及び最終で対策区分が変更されていない場合についても、中下段にはそれぞれ判定区分を記載する。

※３．診断会議後及び最終で対策区分が変更された場合は、対策区分の変更理由を右欄の（診断会議時→診断会議後）、（診断会議後→最終）それぞれに記載する。

※４．構造形式により診断対象部材がない場合は、「-（半角）」を記載する。

活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 活荷重 地震
豪雨
出水

その他 地震 その他 活荷重 その他 支承 （点検診断検討会時→検討会後） （県庁診断会議時→最終）

R７橋梁診断結果一覧表（大蔵村）

No.

諸元データ
前回
橋梁
単位
の

健全性

橋梁
単位
の

健全性

技術的な評価結果（性能の見立て） 部材単位の補修要否の判定

所見（抜粋）

性能の見立て、判定区分の変更理由

径間数
橋梁
コード

管理
者名

路線
種別

路線名 橋梁名
代表
橋種

橋長
(m)

幅員
(m)

架設年
(西暦)

管理
区分

橋（全体として）
構成要素単位 上部構造

下部
構造

その他 床版 主桁 横桁
上部構造 下部構造 上下部接続部

その他
（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ）

伸縮装置

上下部
接続部 フェー

ルセー
フ

伸縮
装置

高欄
地覆

その他

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

対症 Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

Ⅱ A A A - A A A - A A A - A A A - - - A - -

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

予防 Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Ⅰ A A A - A A A - A A A - A A A - A - A - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

18 620000001038 大蔵村 村道 塩・角川線 幅橋 PC橋

村道
大坪・福田工
業団地線

芦沢川橋 PC橋 17.3

6.5 5.0 1 1996 Ⅰ

A2橋台下流側側面にひびわれ、漏水・遊離石灰が
確認された。構造物に支障は生じておらず、軽微な
損傷であることから経過観察とした。防護柵に外
力、積雪による変形・欠損が確認された。構造物に
支障は生じていないことから経過観察とした。

8.5 1 2007

1 不明 Ⅱ

・床版、橋台に凍害による剝離・鉄筋露出が確認さ
れた。損傷は軽微であり、進行性も確認されず、構
造物に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい。

豊牧1号橋

主桁、横桁に湿潤環境による防食機能の劣化とそれによる腐食
が確認された。現時点で構造物に支障は生じておらず、腐食範囲
も広くないことから経過観察とした。床版に漏水・遊離石灰が確認
された。軽微な損傷で局所的である。損傷の中には損傷箇所が湿
潤状態である損傷もある。床版に橋軸直角方向に2本ひびわれも
確認された。どちらの総省も現時点で構造物に支障が生じておら
ず、軽微であるため経過観察とした。

20 620000001041 大蔵村 村道
清水開拓1号
線

中森橋 RC橋 2.6 4.0

Ⅰ

下部工に乾燥収縮によるひびわれが確認された。
構造物に支障が生じておらず、軽微な損傷である
ため、経過観察とする。伸縮部付近に舗装の異常
が確認された。道路利用者の安全性・快適性を損
なう損傷ではないことから、経過観察とする。

19 620000001040 大蔵村

48.1

主桁、支承に湿潤環境による防食機能の劣化が確
認された。また主桁には防食機能の劣化による腐
食が確認された。構造物に支障が生じておらず、軽
微な損傷であるため経過観察とした。下部工に漏
水・滞水が見られたが進行はなく、次回点検まで構
造物に支障が生じるような損傷ではない為、経過
観察とする

22 620000001043 大蔵村 村道
豊牧・湯の台
線

豊牧2号橋 鋼橋

鋼橋 75.9 6.7 2 2002 Ⅰ21 620000001042 大蔵村 村道
豊牧・湯の台
線

6.2 1 2002 Ⅰ
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